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(57)【要約】
【課題】基板に接触することなく基板上に粘性材料を分
注するための粘性材料分注システムを提供する。
【解決手段】粘性材料（４８）を分注又は噴出するため
のシステム（１０）及び方法。システム（１０）は、電
子コントローラ（２４）及び電子コントローラ（２４）
と作動的に結合した噴出分注装置（６０）を含む。シス
テム（１０）は、更に、システム分注パラメータを感知
し、システム作動を制御するために感知したパラメータ
を表す出力信号を電子コントローラ（２４）に通信する
少なくとも１つのセンサ（１１０、１１２、１１４）を
含む。空気作動式噴出分注装置では、センサ（１１０）
は、空気圧アクチュエータの空隙（６６）内の流体圧を
感知することができる。可動ニードル弁を有する噴出分
注装置（６０）では、センサ（１１４）は、ニードルシ
ャフト（６８）の変位を感知することができる。他の噴
出分注装置（６０）では、センサ（１１２）は、噴出分
注装置（６０）の振動を感知することができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粘性材料を噴出するためのシステムであって、
　電子コントローラと、
　前記電子コントローラと作動的に結合され、出口オリフィスと可動シャフトを備えたア
クチュエータとを含み、かつ該アクチュエータに該出口オリフィスから粘性材料のある一
定量を噴出させるために該電子コントローラの制御の下で作動する噴出分注装置と、
　前記可動シャフトの移動を感知し、該感知した移動を表す出力信号を生成するように構
成された変位センサと、
　を含むことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記変位センサは、前記出力信号を前記電子コントローラに通信するために該電子コン
トローラと電気接続していることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記電子コントローラは、前記変位センサから通信された前記出力信号に対して前記可
動シャフトの満足な移動を表す標準出力を比較するように構成され、かつ該比較から前記
噴出分注装置の作動の変化を示すように構成されていることを特徴とする請求項２に記載
のシステム。
【請求項４】
　前記出力信号は、前記可動シャフトの変位を時間の関数として表すプロフィールである
ことを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記電子コントローラは、前記変位センサから通信された前記出力信号を視覚的に表示
するディスプレイを含むことを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
　前記アクチュエータは、電空アクチュエータであることを特徴とする請求項１に記載の
システム。
【請求項７】
　粘性材料を噴出するためのシステムであって、
　電子コントローラと、
　前記電子コントローラと作動的に結合され、出口オリフィスと空気シリンダ及び該空気
シリンダ内に位置決めされた空気ピストンを備えたアクチュエータとを含み、かつ該アク
チュエータに該出口オリフィスから粘性材料のある一定量を噴出させるために該電子コン
トローラの制御の下で作動する噴出分注装置と、
　前記空気シリンダ内の流体圧を感知し、該感知した流体圧を表す出力信号を生成するよ
うに構成された圧力センサと、
　を含むことを特徴とするシステム。
【請求項８】
　前記圧力センサは、前記出力信号を前記電子コントローラに通信するために該電子コン
トローラと電気接続していることを特徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記電子コントローラは、前記圧力センサから通信された前記出力信号に対して前記空
隙内の満足な流体圧を表す標準出力を比較するように構成され、かつ該比較から前記噴出
分注装置の作動の変化を示すように構成されていることを特徴とする請求項８に記載のシ
ステム。
【請求項１０】
　前記出力信号は、前記空気シリンダ内の流体圧を時間の関数として表すプロフィールで
あることを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記電子コントローラは、前記圧力センサから通信された前記出力信号を視覚的に表示
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するディスプレイを更に含むことを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１２】
　粘性材料を噴出するためのシステムであって、
　電子コントローラと、
　前記電子コントローラと作動的に結合され、出口オリフィスとアクチュエータを含み、
かつ該アクチュエータに該出口オリフィスから粘性材料のある一定量を噴出させるために
該電子コントローラの制御の下で作動する噴出分注装置と、
　作動中に前記噴出分注装置の振動を感知するように構成された振動センサと、
　を含むことを特徴とするシステム。
【請求項１３】
　前記振動センサは、前記感知した振動を表す出力信号を生成するように更に構成されて
いることを特徴とする請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記振動センサは、前記出力信号を前記電子コントローラに通信するために該電子コン
トローラと電気接続していることを特徴とする請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記電子コントローラは、前記振動センサから通信された前記出力信号に対して前記噴
出分注装置の満足な振動を表す標準出力を比較するように構成され、かつ該比較から該噴
出分注装置の作動の変化を示すように構成されていることを特徴とする請求項１４に記載
のシステム。
【請求項１６】
　前記電子コントローラは、前記振動センサから通信された前記出力信号を視覚的に表示
するディスプレイを更に含むことを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記振動センサは、加速度計を含むことを特徴とする請求項１２に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記アクチュエータは、電空アクチュエータであることを特徴とする請求項１２に記載
のシステム。
【請求項１９】
　前記噴出分注装置は、前記アクチュエータに結合したシャフトを更に含み、該シャフト
は、該アクチュエータが前記出口オリフィスから前記粘性材料の前記ある一定量を噴出す
る時に可動であり、前記振動センサは、該可動シャフトに装着されていることを特徴とす
る請求項１２に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記噴出分注装置は、弁座を更に含み、前記アクチュエータは、前記シャフトの一部分
を移動して該弁座と接触させ、かつ接触から外して前記振動の少なくとも一部分を発生さ
せることを特徴とする請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　空気シリンダ及び該空気シリンダ内で可動な空気ピストンを備えたアクチュエータを有
する噴出分注装置と、該噴出分注装置と作動的に結合した制御構成要素とを含み、かつ該
噴出分注装置の出口オリフィスから粘性材料を噴出するために該制御構成要素の制御の下
で該アクチュエータを作動させる噴出システムを作動させる方法であって、
　空気シリンダに対して空気ピストンを移動させるのに有効な加圧流体を該空気シリンダ
に供給する段階と、
　前記空気ピストンが前記空気シリンダ内で移動する時に該空気シリンダの内側の流体圧
を感知する段階と、
　前記感知した流体圧を前記制御構成要素に通信する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２２】
　前記感知した流体圧に応答して前記噴出分注装置の作動を制御する段階、
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　を更に含むことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記噴出分注装置の作動を制御する段階は、
　前記空気シリンダに供給される前記加圧流体の流体圧を変更する段階、
　を更に含む、
　ことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記空気シリンダの内側の前記流体圧を時間の関数として感知する段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記感知した流体圧の変化率を判断する段階、及び
　前記判断した変化率に基づいて前記噴出分注装置の作動の変化を示す段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記変化は、前記噴出分注装置の前記作動の不整を表していることを特徴とする請求項
２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記感知した流体圧に対して標準流体圧を比較する段階、及び
　前記比較から前記噴出分注装置の作動の変化を示す段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記変化は、前記噴出分注装置の前記作動の不整を表していることを特徴とする請求項
２７に記載の方法。
【請求項２９】
　可動シャフトを備えた噴出分注装置と該噴出分注装置と作動的に結合した制御構成要素
とを含む噴出システムを作動させる方法であって、
　噴出分注装置内で可動シャフトを移動させる段階と、
　移動中に前記可動シャフトの変位を感知する段階と、
　前記感知した変位を前記制御構成要素に通信する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項３０】
　前記感知した変位に応答して前記噴出分注装置の作動を制御する段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記噴出分注装置の作動を制御する段階は、
　前記可動シャフトのストローク長を変更する段階、
　を更に含む、
　ことを特徴とする請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記噴出分注装置の作動を制御する段階は、
　前記可動シャフトに印加する予備荷重バネ付勢を変更する段階、
　を更に含む、
　ことを特徴とする請求項３０に記載の方法。
【請求項３３】
　前記可動シャフトの前記変位を時間の関数として測定する段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３４】
　前記測定した変位の変化率を判断する段階、及び
　前記判断した変化率に基づいて前記噴出分注装置の作動の変化を示す段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項３３に記載の方法。
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【請求項３５】
　前記変化は、前記噴出分注装置の前記作動の不整を表していることを特徴とする請求項
３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記測定した変位に対して標準変位を比較する段階、及び
　前記比較から前記噴出分注装置の作動の変化を示す段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項３３に記載の方法。
【請求項３７】
　前記変化は、前記噴出分注装置の前記作動の不整を表していることを特徴とする請求項
３６に記載の方法。
【請求項３８】
　少なくとも１つの可動構成要素を備えた噴出分注装置と、該噴出分注装置と作動的に結
合した制御構成要素とを含む噴出システムを作動させる方法であって、
　噴出分注装置の少なくとも１つの可動構成要素を移動する段階と、
　前記少なくとも１つの可動構成要素の移動から生じる前記噴出分注装置の振動を感知す
る段階と、
　前記感知した振動を前記制御構成要素に通信する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項３９】
　前記感知した振動に応答して前記噴出分注装置の作動を制御する段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記振動を測定する段階は、
　前記噴出分注装置の加速度を時間の関数として測定する段階、
　を更に含む、
　ことを特徴とする請求項３８に記載の方法。
【請求項４１】
　前記感知した振動に対して標準振動プロフィールを比較する段階、及び
　前記比較から前記分注装置の作動の変化を示す段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項３８に記載の方法。
【請求項４２】
　前記変化は、前記噴出分注装置の前記作動の不整を表していることを特徴とする請求項
４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記可動構成要素は、前記噴出分注装置に該噴出分注装置の出口オリフィスから粘性材
料のある一定量を噴出させるように作動するアクチュエータであることを特徴とする請求
項３８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には、粘性材料を分注するための機器に関し、より具体的には、基板
に接触することなく基板上に粘性材料を分注するための粘性材料分注システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　非接触粘性材料分注装置は、微量の粘性材料、すなわち、５０センチポイズを超える粘
性を有するものを基板上に付加するために多く用いられている。例えば、非接触粘性材料
分注装置は、様々な粘性材料をプリント基板のような電子基板上に付加するために用いら
れる。電子基板に付加する粘性材料は、限定ではなく例として、汎用接着剤、半田ペース
ト、半田フラックス、半田マスク、熱グリス、蓋密封剤、油、封入剤、埋め込み化合物、
エポキシ、ダイ付着液、シリコーン、ＲＴＶ、及びシアノアクリル酸を含む。
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【０００３】
　非接触分注装置から基板上に粘性材料を分注する特定の用途は数多い。半導体パッケー
ジの組み立てでは、用法の中でもとりわけ、アンダーフィル、ボールグリッドアレイにお
ける半田ボール補強、ダムアンドフィル作業、チップ封入、チップスケールパッケージの
アンダーフィル、空洞充填分注、ダイ付着分注、蓋密封分注、ゼロ流量アンダーフィル、
フラックス噴出、及び熱化合物の分注に対して用途が存在する。表面装着技術（ＳＭＴ）
プリント基板（ＰＣＢ）生産では、表面装着接着剤、半田ペースト、導電接着剤、及び半
田マスク材料は、非接触分注装置、並びに選択的フラックス噴出装置から分注することが
できる。非接触分注装置を用いて、絶縁保護コーティングを選択的に付加することもでき
る。一般的に、硬化した粘性材料は、プリント基板及びその上に装着されたデバイスを湿
気、菌類、塵、腐食、及び摩滅のような環境外圧に起因する害から保護する。硬化した粘
性材料はまた、特定の未被覆区域に対する電気及び／又は熱伝導特性を維持することがで
きる。用途はまた、ディスクドライブ産業、医療電子機器に対する生命科学用途、及び接
合、密封、ガスケット形成、塗装、及び潤滑に対する一般的産業用途においても存在する
。
【０００４】
　受ける側の基板に対して分注装置を移動させるロボットシステム上に装着された非接触
粘性材料分注装置を含む自動システムは公知である。基板は、材料ハンドラから供給され
、順次粘性材料分注装置を通過して搬送される。システムは、各基板上の目標の場所に粘
性材料分注装置からある一定量の粘性材料を再現可能に正確に分注するように装備されて
いる。
【０００５】
　高品質粘性材料分注処理をもたらすために、いくつかの変数を制御することができる。
分注重量又はドットサイズに影響を及ぼすことで公知のパラメータには、とりわけ、粘性
材料の供給圧、粘性流体の温度、分注装置内の分注弁のオン時間、分注弁内のニードル弁
のストローク及び予備荷重付勢、及び分注弁に供給される空気圧がある。分注ドットサイ
ズに対する一貫性を確立して維持することの重要性を認めて、従来システムは、粘性材料
の温度をモニタすることができ、温度が設定値から外れた場合は、補正を適用する。しか
し、従来システムは、多くの場合に短期間にわたって若干量のみではあるが絶えず変化し
てそのような変化の累積の影響が分注ドットサイズに検出可能な変化を生じる可能性があ
る、分注弁に供給される空気圧のような影響パラメータのその他のものをモニタしない。
従って、従来の粘性材料分注システムの欠点は、これらのシステムが、粘性材料の温度以
外の分注パラメータの変化を検出し、それに対して補償することができない点である。
【０００６】
　従って、分注された粘性材料の温度以外のシステムの作動パラメータの変化を検出し、
これらの検出した作動パラメータの変化を追跡し、及び／又はそれに応答することができ
る改善されたコンピュータ制御の粘性流体分注システムに対する必要性が存在する。
【０００７】
【特許文献１】米国特許第５、０５２、３３８号
【特許文献２】米国特許第６、２５３、９５７号
【特許文献３】米国特許第５、７４７、１０２号
【発明の開示】
【０００８】
　本発明の原理及び説明する実施形態によると、本発明の一態様は、作動制御のための電
子コントローラに結合した噴出分注装置を含む粘性材料を噴出するためのシステムである
。噴出分注装置は、出口オリフィスと可動シャフトを有するアクチュエータとを有する。
噴出分注装置は、電子コントローラの制御の下に出口オリフィスからある一定量の粘性材
料をアクチュエータに噴出させるように作動する。システムは、可動シャフトの移動を感
知して感知した移動を表す出力信号を生成するように構成した変位センサを更に含む。
【０００９】
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　本発明の原理及び説明する実施形態によると、本発明の別の態様は、作動制御のための
電子コントローラと結合した噴出分注装置を含む粘性材料を噴出するためのシステムであ
る。噴出分注装置は、空気シリンダと空気シリンダ内に位置決めされた空気ピストンとを
有するアクチュエータを含む。噴出分注装置は、電子コントローラの制御の下に噴出分注
装置の出口オリフィスからある一定量の粘性材料をアクチュエータに噴出させるように作
動する。システムは、空気シリンダ内の流体圧を感知して感知した流体圧を表す出力信号
を生成するように構成した圧力センサを更に含み、この流体圧は、空気ピストンが空気シ
リンダ内で移動する時に変化する場合がある。
【００１０】
　本発明の原理及び説明する実施形態によると、本発明の別の態様は、作動制御のための
電子コントローラと結合した噴出分注装置を含む粘性材料を噴出するためのシステムであ
る。噴出分注装置は、電子コントローラの制御の下で噴出分注装置の出口オリフィスから
ある一定量の粘性材料を噴出分注装置のアクチュエータに噴出させるように作動する。シ
ステムは、作動中に噴出分注装置の振動を感知するように構成した振動センサを更に含む
。
【００１１】
　本発明の原理及び説明する実施形態によると、本発明の別の態様は、空気シリンダと空
気シリンダ内で可動な空気ピストンとを備えたアクチュエータを有する噴出分注装置と、
噴出分注装置と作動的に結合した制御構成要素とを含む噴出システムを作動させる方法で
ある。噴出システムは、制御構成要素の下で噴出分注装置の出口オリフィスから粘性材料
を噴出するようにアクチュエータを作動させる。本方法は、空気シリンダに対して空気ピ
ストンを移動させるのに有効な加圧流体を空気シリンダに供給する段階、空気シリンダ内
で空気ピストンが移動する時の空気シリンダ内の流体圧を感知する段階、及び感知した流
体圧を制御構成要素に通信する段階を含む。
【００１２】
　本発明の原理及び説明する実施形態によると、本発明の別の態様は、可動シャフトを有
する噴出分注装置と、噴出分注装置と作動的に結合した制御構成要素とを含む噴出システ
ムを作動させる方法である。本方法は、噴出分注装置内で可動シャフトを移動させる段階
、移動中に可動シャフトの変位を感知する段階、及び感知した変位を制御構成要素に通信
する段階を含む。
【００１３】
　本発明の原理及び説明する実施形態によると、本発明の別の態様は、少なくとも１つの
可動構成要素を有する噴出分注装置と、噴出分注装置と作動的に結合した制御構成要素と
を含む噴出システムを作動させる方法である。本方法は、噴出分注装置の少なくとも１つ
の可動構成要素を移動させる段階、少なくとも１つの可動構成要素の移動から生じる噴出
分注装置の振動を感知する段階、及び感知した振動を制御構成要素に通信する段階を含む
。
【００１４】
　有利な態様においては、本発明のセンサは、分注した粘性材料の温度又は噴出分注装置
の温度の指示を本発明のモニタする作動パラメータとして供給しない。しかし、本発明の
粘性材料噴出システムは、分注した粘性材料又は噴出分注装置の温度をモニタすることも
できる。この状況では、本発明の原理に従って、温度に加えて作動パラメータ（例えば、
シャフトの移動）がモニタされる。本発明の粘性材料噴出システムは、有利な態様におい
ては、分注した粘性材料の温度以外に、システムの作動パラメータの変化を検出し、検出
したこれらの作動パラメータ変化を追跡し、及び／又はこれらに応答する。
【００１５】
　本発明のこれら及び他の恩典及び利点は、本明細書の図面と共に以下の詳細説明中でよ
り容易に明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
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　図１及び２を参照すると、粘性材料噴出システム１０は、パネルによって部分的に覆わ
れた相互接続水平及び垂直ビームのフレームから成るキャビネット１１を含む。噴出シス
テム１０は、ある一定量の粘性材料、例えば、接着剤、エポキシ、半田などを分注するた
めの粘性材料液滴発生器１２を含む。粘性材料液滴発生器１２は、Ｚ軸駆動機構１５上に
装着され、キャビネット１１によって支持されたＸ－Ｙ保定装置から懸架される。Ｘ－Ｙ
保定装置１４は、公知の方式で１対の独立制御可能な軸駆動装置１６によって作動される
。Ｘ－Ｙ保定装置１４及びＺ軸駆動機構１５は、液滴発生器１２のための３つの実質的に
垂直な運動の軸をもたらす。
【００１７】
　軸駆動装置１６は、プリント基板のような基板１８の表面の上で液滴発生器１２を急激
に移動させる機能がある。軸駆動装置１６は、Ｘ、Ｙ、及びＺ運動軸２０、２１、２２を
それぞれ提供するために、モータ及び駆動回路のようなＸ－Ｙ保定装置１４及びＺ軸駆動
機構１５の電気機械構成要素を含む。液滴発生器１２は、基板１８の上方の他の様々な高
さから粘性材料を分注するために又は基板１８上に装着された構成要素を除去するために
Ｚ軸駆動機構１５を用いて昇降させることができるが、液滴発生器１２は、通常は単一の
固定高さから粘性材料の液滴を噴出する。噴出システム１０は、例えば、Ａｓｙｍｔｅｋ
（カリフォルニア州カールスバッド）から市販の種類のものとすることができる。
【００１８】
　システム１０に対する総合的制御をもたらすために、キャビネット１１の下側部分内に
コンピュータ２４を装着する。当業者には理解されるように、コンピュータ２４は、メモ
リ２５内に格納したソフトウエアを実行し、本明細書に説明する機能を実施することがで
きるプログラマブル論理コントローラ（ＰＬＣ）又は別のマイクロプロセッサベースのコ
ントローラとすることができる。コンピュータ２４は、操作者からの指令又は入力を受け
取り、これらの入力をコンピュータ２４のデータ処理ユニットに転送する機能がある英数
字キーボード及び／又はポインティングデバイスのような適切なユーザインタフェース（
示していない）を有する。コンピュータ２４は、ビデオディスプレイ２６上に適切な画像
フォーマットで操作者に対して情報を表示する。コンピュータ２４には、基板生産アセン
ブリラインに対して利用される他の自動機器の大部分の種類に適合する標準ＲＳ－２３２
及び「ＳＭＥＭＡ　ＣＩＭ」通信バス２８を設けることができる。
【００１９】
　キャビネット１１上に装着することができる制御パネル３０は、例えば、設定、較正、
及び粘性材料充填中のある一定の機能の手動での開始のための複数のプッシュボタンを含
む。制御パネル３０は、ニードル変位、ニードル弁への空気圧、検出した振動等に対する
不整又は異常のような警報条件が存在することを操作者に対して表示する警報インジケー
タ３５を更に含むことができる。代替的に、警報インジケータ３５の代わりに又は警報イ
ンジケータ３５に加えて、ディスプレイ２６を用いて警報インジケータ３５を表示するこ
とができる。警報インジケータ３５は、コンピュータ２４と結合するように示しているが
、本発明は、そのように限定されず、警報インジケータ３５をコンピュータ２４とは独立
したものとすることができる。警報インジケータの代わりに、システム１０は、警報条件
に応じてシステム１０の１つ又はそれよりも多くの構成要素への電力を取り除く停止スイ
ッチなどを含むことができる。
【００２０】
　コンピュータ２４及び軸駆動装置１６と電気接続したモーションコントローラ３２は、
液滴発生器１２及び付随するビデオカメラ及び光リングアセンブリ３４の３次元移動を制
御する。モーションコントローラ３２は、軸駆動装置１６の各々と電気通信しており、コ
ンピュータ２４の命令の下でそれぞれのＸ、Ｙ、及びＺ軸モータに対する個々の軸駆動装
置１６の別々の駆動回路に公知の方式で指令信号を供給する。一般的に、コンピュータ２
４は、軸駆動装置１６を移動させるようにモーションコントローラ３２にスクリプト的に
命令し、これを一連の基板１８に対して繰り返す。
【００２１】
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　ビデオカメラ及び光リングアセンブリ３４は、ドットを検査し、基板１８上の参照基準
点を定位するために、Ｘ、Ｙ、及びＺ軸２０、２１、２２に沿って同時運動するように液
滴発生器１２に接続される。ビデオカメラ及び光リングアセンブリ３４は、米国特許第５
、０５２、３３８号に説明されている種類のものとすることができ、この特許の開示内容
は、その全部が引用によって本明細書に組み込まれている。カメラ及び光リングアセンブ
リ１６は、基板１８の上面３７を照らすための光リングに給電する映像回路３６と電気接
続する。また、映像回路３６は、電荷結合素子とすることができるアセンブリ３４内のビ
デオカメラから映像を受信し、噴出作動中の使用のためにコンピュータ２４に転送する。
【００２２】
　ある一定量の粘性材料を受け取ることになる基板１８は、コンベヤ３８によって液滴発
生器１２の直下で水平に輸送される。従来設計のものであるコンベヤ３８は、異なる寸法
の基板１８を受け入れるように調節することができる幅を有する。また、コンベヤ３８は
、空気圧式の昇降及び固定機構（示していない）を含む。図２に水平の片側矢印で示すよ
うに、コンベヤ３８は、各基板１８を液滴発生器１２の近くの望ましい位置に移動させる
。
【００２３】
　図１及び２の参照を続けると、コントローラ４２は、基板コンベヤ３８に接続されてい
る。コンベヤコントローラ４２は、コンベヤ３８の幅調節及び昇降及び固定機構を制御す
るために、コンピュータ２４の命令の下でモーションコントローラ３２とコンベヤ３８の
間にインタフェースを提供する。また、コンベヤコントローラ４２は、粘性材料付加処理
中にシステム１０を通る基板１８の移送を制御する。
【００２４】
　システム１０を通して基板１８を搬送する間に、基板１８を加熱し、粘性材料の望まし
い温度分布を維持するために、基板加熱器４４は公知の方式で作動する。基板加熱器４４
は、加熱器コントローラ４６によって公知の方式で作動される。液滴発生器１２を粘性材
料でプライミングするために、ノズルプライミングステーション４５を設けることができ
る。
【００２５】
　液滴発生器１２は、基板１８の上面３７に向って下方に粘性材料の液滴又はある一定量
４８を噴出する。上面３７に衝突するある一定量の粘性材料４８は、粘性材料ドット５０
として基板１８上に付加される。基板１８は、基板１８上の目標の場所に粘性材料ドット
５０を形成するために、急激に正確な配置で微細な粘性材料量４８を噴出することを必要
とする表面装着構成要素を保持する種類のものとすることができる。液滴発生器１２は、
一連の噴出量４８が基板１８の上面３７上に粘性材料ドットの線５２を形成するように作
動させることができる。本明細書で用いる時の「噴出する」という用語は、粘性材料のあ
る一定量４８、及びドット５０又は線５２を形成するための処理を意味する。
【００２６】
　較正ステーション５４は、分注量４８の重量又はサイズを正確に制御するためのドット
サイズ較正、及びオンザフライで、すなわち、液滴発生器１２が基板１８に対して移動し
ている間に分注される粘性材料の量４８を正確に定位するためのドット配置較正を提供す
るために較正目的で用いられる。更に、較正ステーション５４は、現在の材料分注特性、
ある一定量４８が分注されることになる速度、及び線５２のようなドット５０のパターン
で分注すべき粘性材料の望ましい全量の関数として液滴発生器１２の速度を正確に制御す
るための材料容積較正をもたらすために用いられる。較正ステーション５４は、静止作業
表面又はテーブル５６並びに測定装置、例えば、重量計５８を含む。重量計５８は、コン
ピュータ２４と電気接続し、この実施形態では重量計５８が計量する材料の重量である分
注粘性材料のサイズ関連物理特性を表すフィードバック信号をコンピュータ２４に供給す
る。コンピュータ２４は、材料の重量を以前に定量した特定値、例えば、コンピュータメ
モリ２５内に格納した粘性材料の重量設定値の値と比較する。ドット５０又は線５２に対
する分注材料の直径、面積、及び／又は体積を測定するために、他の種類の装置を重量計
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５８の代わりに用いることができる。
【００２７】
　液滴発生器１２は異なる設計を用いて実施することができるので、本明細書に説明する
特定的な実施形態は、本発明を例示するものであって限定するものではないと考えられる
べきである。液滴発生器１２は、粘性材料の微細な量を噴出するように特別に設計した非
接触分注装置である噴出分注装置６０を含む。分注装置６０は、空気シリンダ６６内に設
置した空気ピストン６４を含むアクチュエータ又はニードル弁６２、及び空気ピストン６
８から材料チャンバ７０の中に延び込む下側ロッド又はシャフト６８を含む。シャフト６
８の遠位下端７２は、伸縮バネ７６によって弁座７４と接触するように付勢される。下端
７２は、接触している時に弁座７４との密封をもたらすように幾何学的に成形される。従
って、ニードル弁６２は、下端７２が弁座７４に接触してこれを押すことによって遮断し
、下端７２を弁座６２から移動させて離すことによって開放し、それによって下端７２と
弁座６２の間の環状間隙を通して粘性材料の下流の流れが可能になる。
【００２８】
　空気ピストン６４から上向きに延びるのは、マイクロメータ８２のネジ８０の端部に定
めた停止表面に隣接して設置した遠位上端を有する上部ロッド７８である。マイクロメー
タのネジ８０を調節することによって、空気ピストン６４のストロークの上限、従って、
シャフト６８のストロークの上限が変化する。更に、マイクロメータのネジ８０の調節は
、ニードル弁６２に対する予備荷重を左右する伸縮バネ７６の初期バネ圧縮を設定するた
めに用いることができる。液滴発生器コントローラ８４からの命令によって制御するモー
タ８１は、マイクロメータのネジ８０に機械接続することができる。従って、液滴発生器
コントローラ８４は、各噴出量に対する粘性材料の量を変化させるピストン６４のストロ
ークを自動調節することができる。上述の種類の噴出分注装置は、米国特許第６、２５３
、９５７号及び第５、７４７、１０２号でより完全に説明されており、これらの全開示内
容は、引用によって本明細書に組み込まれている。
【００２９】
　液滴発生器コントローラ８４は、加圧流体源（示していない）に接続した電圧－圧力変
換器８５、例えば、空気パイロット式流体調整器、１つ又はそれよりも多くの空気圧ソレ
ノイド等と電気接続する。液滴発生器コントローラ７０は、変換器８５に出力パルスを供
給するように構成され、変換器８５は、空気シリンダ６６の中に加圧空気のパルスを排出
して空気ピストン６６の急激な上昇をもたらすことで応答し、それによってシャフト６８
の下端７２が上昇して弁座７４から離れ、伸縮バネ７６は、更に圧縮される。弁座７４か
ら下側ロッド６８を上昇させることによって、チャンバ７０内の粘性材料は下端７２と弁
座７４の間に引き寄せられ、弁座７４から下流に引き出される。
【００３０】
　図１及び２の参照を続けると、液滴発生器コントローラ８４はまた、電圧－圧力変換器
８６、例えば、空気パイロット式流体調整器、１つ又はそれよりも多くの空気圧ソレノイ
ドなどに電気接続している。変換器８６は、加圧流体源（示していない）に接続し、加圧
流体源は、ある一定の供給量の粘性材料を保持する供給リザーバ８８に加圧空気を排出す
る。充填済み注入器カートリッジの形態を有することができる供給リザーバ８８は、分注
作動によって要求される量の粘性材料をチャンバ７０が連続的に受給するようにチャンバ
７０と通信する。従って、供給リザーバ８８は、ある一定量４８を噴出する段階に対する
使用のためのチャンバ７０に加圧粘性材料を供給する。
【００３１】
　非接触噴出システム１０は、噴出分注装置６０に装着したノズル９８に近接して設置し
た加熱器９２、冷却器９４、及び熱電対９６のような温度センサを含む温度コントローラ
９０を更に含む。加熱器９２は、ノズル９８に熱を伝達する抵抗加熱器とすることができ
る。冷却器９４は、あらゆる適用可能な装置、例えば、ペルティエ装置、冷却空気源、加
圧空気源に接続した渦冷却発生器等とすることができる。加熱及び冷却をもたらすために
選択する特定の市販の装置は、非接触噴出システム１０を用いる環境、用いる粘性材料、
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加熱及び冷却要件、加熱及び冷却装置の経費、熱シールドを用いるか否かというシステム
設計及び他の用途関連パラメータに依存して異なることになる。熱電対９６は、コンピュ
ータ２４と電気通信する加熱器／冷却器コントローラ１００に測定した温度を表すフィー
ドバック信号を供給する。コントローラ１００は、温度設定値によって表す周囲温度を超
える望ましい温度にノズル９８を維持し、それによって粘性材料の噴出量４８の温度及び
粘性を調整するために加熱器９２及び冷却器９４を作動させる。従って、ノズル９８及び
その中の粘性材料の温度は、粘性材料がノズル９８内に位置し、そこから押し出される間
に正確に制御され、それによってより高い品質及びより一貫性のある分注処理がもたらさ
れる。
【００３２】
　使用時には、コンピュータ２４は、液滴発生器コントローラ８４に電圧－圧力変換器８
５に対して出力パルスを供給させる指令信号をコントローラ８４に供給することによって
噴出作動を開始する。変換器８５のパルス作動は、加圧流体源（示していない）から空気
シリンダ６６の中に加圧空気パルスを排出し、空気ピストン６４の急激な上昇を発生させ
る。シャフト６８の下端７２を弁座７４から上昇させることによって、粘性材料は、チャ
ンバ７０からピストンシャフト６８と弁座７４の間の場所へと引き寄せられ、更に、弁座
７４の下流に引き出される。出力パルスの程度に合わせて、下端７２は、弁座７４から変
位し、加圧粘性材料は、チャンバ７０から下端７２と弁座７４の間の環状開口部の中に入
り、更に、そこを通過するように加勢される。出力パルスの持続時間（すなわち、オン時
間）は、ある一定量４８として分注するのに利用可能な粘性液体の量を左右する。出力パ
ルスの完了時には、変換器８５は、その元の状態に戻り、それによって空気シリンダ６６
内の加圧空気は放出され、伸縮バネ７６は、シャフト６８の下端７２を弁座７４に対して
急激に下降させて戻す。この処理では、粘性材料の１つの量４８は、ノズル９８の開口部
又は出口オリフィス１０２を通して急激に押し出されるか又は噴出される。
【００３３】
　図２に誇張形態で概略的に示すように、粘性材料量４８は、自らの順方向の運動量によ
って分離する。この運動量は、粘性材料量４８を基板１８の上面３７に向って推進し、粘
性材料量４８は、粘性材料ドット５０のうちの１つとしてこの場所に接触して付加される
。分注装置６０は、非常に速い速度、例えば、毎秒１００個まで又はそれよりも多くの微
細な各量でノズル９８から粘性材料のある一定量４８を噴出する機能がある。
【００３４】
　図１及び２への参照を続けると、粘性材料液滴発生器１２は、噴出分注装置６０の作動
に関するパラメータを測定する機能がある少なくとも１つの変換器又はセンサ１１０、１
１２、１１４を更に含む。液滴発生器コントローラ８４に対して発する指令によって、液
滴発生器１２の作動、特に噴出分注装置６０の作動を制御するために、各センサ１１０、
１１２、１１４からのパラメトリック情報をコンピュータ２４に通信する。コンピュータ
２４は、メモリ２５に格納し、任意的にディスプレイ２６上で操作者に対して表示する測
定パラメータに関する時間プロフィールを作成することができる。パラメータの時間プロ
フィールは、システム作動及び性能を分析又はモニタするのに用いることができる。実時
間でモニタする測定パラメータは、液滴発生器１２の作動品質を判断し、及び／又は処理
制御を改善するようにパラメータを調節するために用いる。本発明は、センサ１１０、１
１２、１１４の各々からの出力信号を考察及び／又は分析のために液滴発生器コントロー
ラ８４のような別の制御構成要素に通信することができることを想定している。代替的に
、出力信号は、評価のためにシステム１０のサイト内外のいずれかの隔離場所に通信する
ことができる。代替的に、出力信号は、モータ８１に対する駆動回路のようなシステム構
成要素が直接保持する回路にリレーすることができる。他の別の実施形態では、出力信号
は、例えば、出力信号が大きく許容外である場合にシステム１０への給電を中断又は停止
することができるシステム１０に対する電源（示していない）に通信することができる。
【００３５】
　測定パラメータ値と予想パラメータ値の間の偏差が、生産作動中、システム設定中、又
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は修理点検技術者によるシステム修理中に生じる可能性がある。パラメータ偏差は、シス
テム作動中に発生するシステム構成要素の不整又は異常に起因する可能性がある。一般的
に、各モニタされるパラメータには、パラメータの測定値と予想値の間の不一致に対する
許容範囲（例えば、目標値の±１０％）を与え、この許容範囲は、コンピュータ２４のメ
モリ２５内に格納する。測定値が許容範囲外にあった場合には、コンピュータ２４は、相
応に応答することができる。例えば、コンピュータ２４は、液滴発生器コントローラ８４
に液滴発生器１２の作動を調節するように、及び／又は噴出分注装置６０に許容外パラメ
ータを補正するように命令することによって応答することができる。例えば、コンピュー
タ２４は、液滴発生器コントローラ８４にモータ８１を作動させてシャフト６８のストロ
ーク長を調節するように命令することができる。許容外（すなわち、不整又は異常）の条
件は、警報インジケータ３５を通じて又はコンピュータ２４とは独立した異なる方式でシ
ステム１０の操作者に示すことができる。重大な偏差が認められた場合には、コンピュー
タ２４は、システム１０の生産作動を実施することを停止することができる。一般的に、
許容外パラメータは、噴出量４８に対するドット品質の損失又は劣化を招くことになる。
【００３６】
　１つのそのようなセンサは、空気シリンダ６６内の環境と通信し、空気シリンダ６６内
の流体圧を測定するように構成した流体圧センサ１１０とすることができる。圧力センサ
１１０は、コンピュータ２４と電気接続し、有線、無線周波数（ＲＦ）リンク、又は赤外
線（ＩＲ）リンクのような通信リンクを通じてコンピュータ２４又は任意的に別の制御構
成要素に対して、測定した空気シリンダ６６内の流体圧の指示を電気信号として通信する
。圧力センサ１１０は、空気シリンダ６６内の流体圧を断続的又は連続的に測定すること
ができる。コンピュータ２４は、測定した空気シリンダ６６内の流体圧を空気ピストン６
４の条件と関連付けることができる。コンピュータ２４は、圧力センサ１１０から通信さ
れた測定した圧力に比例するデジタル信号を用いて、液滴発生器コントローラ８４に、液
滴発生器１２の作動、特に噴出分注装置６０の作動を制御するように命令する。
【００３７】
　流体圧センサ１１０は、流体圧を測定又は感知し、感知した圧力を示すアナログ又はデ
ジタル電気信号を発生させる機能を有するあらゆる従来型の圧力感知装置とすることがで
きる。必要に応じて、コンピュータ２４は、圧力センサ１１０から通信されたアナログ信
号を有用なデジタル形式に変換するＡ／Ｄコンバータ（ＡＤＣ）を含むことができる。圧
力センサ１１０は、全圧又は静圧のいずれかを測定するように構成することができ、以下
に限定されるものではないが、静電容量センサ、歪みゲージセンサ、圧電抵抗センサ、及
び熱センサを含む当業技術で公知の多くの圧力感知装置のいずれか１つとすることができ
る。
【００３８】
　コンピュータ２４は、例えば、噴出分注装置６０の作動に対する不整又は変化を示すた
めに流体圧センサ１１０から通信された電気信号を分析する。特定の例として、コンピュ
ータ２４は、標準振動出力又は基準を圧力センサ１１０から通信された分析移動出力に対
して比較し、この比較の結果に基づいて、噴出分注装置６０の作動に対する不整を示すこ
とができる。液滴発生器１２及び／又は噴出分注装置６０の作動は、コンピュータ２４の
制御の下で空気シリンダ６６に供給する流体圧に対して検出したあらゆる変化に対して補
償するように調節することができる。
【００３９】
　流体圧センサ１１０は、センサ１１０が空気シリンダ６６の内側の環境又は雰囲気と通
信することを可能にする噴出分注装置６０の本体上のあらゆる適切な場所に配置すること
ができる。代替的に、圧力センサ１１０は、電圧－圧力変換器８５に付随させるか、又は
変換器８５を噴出分注装置６０の内側の空気シリンダ６６と液圧によって結合する流体管
に付随させることができる。本発明では、空気シリンダ６６は、この具体例では各々が別
々の空気口を有する２つの空洞へと空気シリンダ６６を分割する空気ピストン６４の両側
に流体圧を印加する複動空気シリンダとすることができることを想定している。この場合
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には、別々の圧力センサ１１０が、空気シリンダ６６内の個々の空洞の各々内の流体圧を
モニタすることができる。
【００４０】
　噴出分注装置６０と結合することができる別の種類のセンサは、振動センサ１１２であ
り、振動センサ１１２は、コンピュータ２４と電気接続した加速度計又は衝撃センサを含
むことができる。振動センサ１１２は、下端７２が弁座７４から上昇してニードル弁６２
を開放する開放位置と、下端７２が弁座７４に衝突してニードル弁６２を遮断する遮断位
置との間でシャフト６８が変換器８５の作動に応じて移動する時に噴出分注装置６０の振
動を測定又は感知するように構成される。振動は、シャフト６８の往復線形移動と、下端
７２と弁座７４の間で繰り返される衝突とに起因する。
【００４１】
　振動センサ１１２は、有線、ＲＦリンク、又はＩＲリンクのような通信リンクを通じて
コンピュータ２４又は任意的に別の制御構成要素に感知した噴出分注装置６０の振動の指
示を電気信号として通信する。コンピュータ２４は、振動センサ１１２から通信されたデ
ジタル信号を用いて、液滴発生器コントローラ８４に液滴発生器１２の作動、特に、噴出
分注装置６０の作動を制御するように命令する。
【００４２】
　振動センサ１１２は、振動を感知し、感知した振動の周波数及び振幅を示すアナログ又
はデジタル信号を発生させる機能があるあらゆる従来型の振動センサとすることができる
。必要に応じて、コンピュータ２４は、測定した振動周波数及び振幅に比例するアナログ
信号を有用なデジタル形式に変換するＡＤＣを含むことができる。振動センサ１１２は、
単一方向又は３軸加速度計のような複数方向に対する振動を感知するように構成すること
ができる。
【００４３】
　例示的振動センサ１１２は、「Ｅｎｔｒａｎ　Ｓｅｎｓｏｒｓ　＆　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ
ｉｃｓ」（ニュージャージー州フェアフィールド）から市販のＥＧＡシリーズの加速度計
を含む。一般的に、加速度計は、歪みゲージ（示していない）及び歪みゲージに付随する
感知部材（示していない）から成るホイートストンブリッジを含む。振動からの加速は、
感知部材の変形を引き起こし、続いてこの変形は、歪みゲージに歪みを作り出し、それに
よってホイートストンブリッジ内に不均衡が作り出される。ホイートストンブリッジの不
均衡は、感知部材への物理入力に比例する電圧変化をブリッジ出力に対して発生させる。
電圧変化は、コンピュータ２４に通信する電気信号を表している。
【００４４】
　コンピュータ２４は、振動センサ１１２から通信された電気信号を分析し、例えば、噴
出分注装置６０の作動に対する不整又は変化を示すものである。特定の例として、コンピ
ュータ２４は、粘性材料の１つ量４８を噴出するのに要する完全な又は部分的なサイクル
にわたって、振動センサ１１２から通信された分析振動出力に対して標準振動出力又は基
準を比較することができ、比較結果に基づいて、噴出分注装置６０の作動に対する不整を
示すことができる。液滴発生器１２及び／又は噴出分注装置６０の作動は、コンピュータ
２４の指令の下で、検出したあらゆる変化に対して補償するように調節することができる
。更に、振動のプロフィールの変化は、システム構成要素の消耗及び／又は故障又は損傷
したシステム構成要素を示すことができる。
【００４５】
　振動センサ１１２は、振動感知のためにノズル９８上のあらゆる適切な場所に配置する
ことができる。例えば、振動センサ１１２は、ノズル９８の本体の外面上に配置又は装着
することができ、又はその代わりに別途ノズル９８の本体の中に一体化することができる
。また、振動センサ１１２は、ノズル９８から上流に位置決めすることができ、噴出分注
装置６０の本体への装着又はその中への一体化のいずれを行ってもよい。
【００４６】
　噴出分注装置６０と結合することができる更に別の種類のセンサは、コンピュータ２４
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に電気接続した変位センサ１１４である。変位センサ１１４は、シャフト６８が変換器８
５の作動に応じて開放位置と遮断位置の間で移動する時に噴出分注装置６０のシャフト６
８の移動を測定するように構成される。変位センサ１１４は、有線、ＲＦリンク、又はＩ
Ｒリンクのような通信リンクを通じてコンピュータ２４又は任意的に別の制御構成要素に
対して、測定したシャフト６８の移動の指示を電気信号として通信する。変位センサ１１
４は、シャフトの運動を感知し、感知したシャフト運動の周波数及び振幅を示すアナログ
又はデジタル信号を発生させる機能を有するあらゆる従来型の変位センサとすることがで
きる。コンピュータ２４は、変位センサ１１４から通信されたデジタル信号を用いて、液
滴発生器コントローラ８４に対して液滴発生器１２の作動、特に、噴出分注装置６０の作
動を制御するように命令し、必要に応じてアナログ信号を有用なデジタル形式に変換する
ＡＤＣを含む。
【００４７】
　コンピュータ２４は、変位センサ１１４から通信された電気信号を分析し、例えば、噴
出分注装置６０の作動に対する不整又は変化を示すものである。特定の例として、コンピ
ュータ２４は、変位センサ１１４から通信された分析移動出力に対して標準振動出力又は
基準を比較することができ、比較結果に基づいて、噴出分注装置６０の作動に対する不整
を示すことができる。コンピュータ２４は、シャフト６８の移動に対して検出したあらゆ
る変化（すなわち、変位距離、速度、加速度）に対して補償するために、液滴発生器１２
及び／又は噴出分注装置６０の作動を調節することができる。例えば、シャフト６８の変
位距離は、シャフト６８並びにシャフト６８と接触状態にあるブッシング及びガイド（示
していない）が、摩耗及び／又は静的及び動的摩擦及び張り付きの変化を受ける時に、時
間と共に変化する場合がある。
【００４８】
　変位センサ１１４は、ニードル弁６２のシャフト６８の中に一体化させるか又はシャフ
ト６８に表面装着することができ、弁座７４に対する開放位置と遮断位置の間の下端７２
の移動中にシャフト６８と共に移動させることができる。代替的に、変位センサ１１４は
、非接触方式で作動させることができ、空気シリンダ６６の内側への配置など、シャフト
運動を検出するのに適切な噴出分注装置６０内のあらゆる場所に配置することができる。
【００４９】
　コンピュータ２４は、液滴発生器コントローラ８４に液滴発生器１２の噴出分注装置６
０の性質を変更するように命令することによって、変位センサ１１４から通信された変位
情報に応答することができる。例えば、コンピュータ２４は、空気ピストン６４のストロ
ーク、従って、シャフト６８のストローク長の上限を上昇又は下降させるために、モータ
８１を作動させてマイクロメータネジ８０を調節するようにコントローラ８４に指令を出
すことができる。このストローク長調節に加えて又は代替的に、コントローラ８４は、マ
イクロメータネジ８０を調節することによって伸縮バネ７６の初期バネ圧縮及びニードル
弁６２に対する予備荷重を変更するためにモータ８１を作動させるように液滴発生器コン
トローラ８４に指令を出すことができる。
【００５０】
　図３を参照すると、システム１０に対する空気圧センサ１１０及び変位センサ１１４の
作動を表す図を示している。トレース１２０は、コンピュータ２４からの指令の下で液滴
発生器コントローラ８４から変換器８５に送信された電気信号の時間プロフィールを表し
ている。コントローラ８４は、噴出分注装置６０から粘性材料の１つの量を噴出する段階
に対してニードル弁６２を開放するサイクルを開始するために、約２ミリ秒に対するトレ
ース１２０の立ち下がりショルダ部１２４によって表される電気出力パルスを変換器８５
に送信する。
【００５１】
　トレース１２１は、圧力センサ１１０が測定する空気シリンダ６６内への加圧空気の流
れを表している。特定の変換器８５の特性であってこの代表的変換器８５では１と１／２
秒である時間遅延又は応答時間の後に、変換器８５は、空気シリンダ６６の中に加圧空気
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パルスを排出することによってコントローラ８４からの出力パルスに応答する。加圧空気
パルスは、トレース１２１の立ち上がり部分１２５で示すように約３と１／２ミリ秒の時
点の空気シリンダ６６内の空気圧上昇の中での１つの立ち上がりによって反映される。最
終的に、空気シリンダ６６の加圧は、シャフト６８の下端７２を上昇させて弁座７４から
離し、伸縮バネ７６を更に圧縮する空気ピストン６６の急激な上昇を発生させる。トレー
ス１２２は、シャフト６８の変位を表している。シャフト６８の運動は、トレース１２２
の立ち上がり部分１２６によって示すように、空気シリンダ６６内の空隙の加圧に遅れて
ニードル弁６２を開放する。
【００５２】
　ニードル弁６２を開放した後には、シャフト６８は、トレース１２１の平坦部１２３に
よって示すように約６ミリ秒の時点と約１４と１／２ミリ秒の時点との間で定常状態であ
る。この代表的な実施形態では約１１ミリ秒であり（すなわち、シャフト６８が遮断位置
から移動し始める約５ミリ秒の時点からシャフト６８が遮断位置に戻り終える約１６ミリ
秒に至るまで）、ある一定量４８に含まれる粘性材料の量に関連する分注装置のオン時間
の後、コントローラ８４は、コンピュータ２４の指令の下で、トレース１２０に見られる
約１２ミリ秒に対する立ち上がりショルダ部１２７によって表される出力パルスを変換器
８５に送信する。この出力パルスは、空気シリンダ６６の内側の空隙内に対する流体圧を
発散することによってニードル弁６２を遮断するサイクルを開始するように変換器８５に
命令する。変換器８５の作動のための時間遅延の後に、空気シリンダ６６の内側の流体圧
は、加圧空気が発散する時に、トレース１２１に対する約１３．５ミリ秒と約１６．５ミ
リ秒の間の立ち下がりショルダ部１２８として見られる圧力降下によって示すように降下
する。空気ピストン６４に対して作用する流体圧が十分に降下し終えた後に、シャフト６
８は、約１４ミリ秒と約１６ミリ秒の間の期間にわたるトレース１２２に対する立ち下が
りショルダ部１２９によって表す変位によって示すように、遮断位置に向って平行移動又
は動き始めることになる。ニードル弁６２は、シャフト６８の下端７２が弁座７４に接触
すると同時に、シャフト変位に対する突然の停止及び立ち下がりショルダ部１２９の終了
によって表すように約１６ミリ秒に対して遮断する。ニードル弁６２が、トレース１２２
の立ち下がりショルダ部１２９の部分を過ぎると同時に、粘性液体のある一定量４８が基
板１８に向って噴出される。
【００５３】
　トレース１２１の立ち上がり及び立ち下がりショルダ部１２５、１２８、及び／又はト
レース１２２の立ち上がり及び立ち下がりショルダ部１２６、１２９の変化率又は傾きは
、システム構成要素の劣化及び消耗を診断して追跡するために用いることができる。例え
ば、傾きに対する著しい変化（例えば、上昇又は下降）は、システム構成要素が異常に速
く消耗していること又はシステム構成要素が消耗から障害に近い条件を受けたことによる
上昇を表している可能性がある。特定の例として、トレース１２２に対する立ち上がり及
び立ち下がりショルダ部１２６、１２９の傾きの変化は、シャフト６８又は支持ベアリン
グ及びガイドに対する消耗を示すことができる。従って、システム保守への必要性を実際
のシステム障害とは独立してモニタすることができる。
【００５４】
　図４を参照すると、センサ１１０、１１２、１１４の１つ又はそれよりも多くが供給す
る情報の補助を得て、システム作動を特徴付けるパラメータをモニタしながら生産作動を
実施するようにシステム１０を作動させるための例示的手順フローを示している。ブロッ
ク１３０では、液滴発生器コントローラ８４は、プログラムした量と一致する粘性材料の
ある一定量４８を分注することによってシステム１０が満足に作動するまで、コンピュー
タ２４の制御の下で液滴発生器１２の噴出パラメータを調節する。ブロック１３２では、
コンピュータ２４は、モーションコントローラ３２に対して、ノズル９８が基板１８のう
ちの１つの直上に来るように液滴発生器１２を移動させる指令を出す。生産作動を開始す
るために、コンピュータ２４は、最終的に基板１８の表面３７に衝突する粘性材料の複数
の量４８を液滴発生器１２に分注させるように液滴発生器コントローラ８４に指令を出す
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と同時に、Ｘ－Ｙ－Ｚ駆動装置１６が基板１８の表面にわたって液滴発生器１２を移動さ
せるようにモーションコントローラ３２にも指令を出す。
【００５５】
　噴出分注装置６０からある一定量４８が分注される時に、センサ１１０、１１２、１１
４のうちの１つ又はそれよりも多くは、関わりのあるパラメータ（すなわち、空気シリン
ダ６６の空隙内の流体圧、噴出分注装置６０の振動、シャフト６８の変位）を感知又はモ
ニタし、分析のための対応する電気出力信号をコンピュータ２４に転送する。最初は、測
定するパラメータ値は、望ましいか又は満足な作動条件の下で作動するためのシステム１
０を表している。ブロック１３４では、システム１０は、各モニタされるパラメータの将
来の測定値との比較に向けた参照基準として、これらの望ましい作動条件をコンピュータ
２４のメモリ２５内に格納するアーカイブの中に加える。コンピュータ２４の管理の下で
、噴出システム１０は、センサ１１０、１１２、１１４のうちの少なくとも１つを用いて
システム作動をモニタしながら、一連の基板１８の上に粘性材料のある一定量４８を順次
分注する。モニタされるパラメータの将来の測定値は、これらの満足な作動条件の下で測
定したパラメータ値と比較される。
【００５６】
　図５を参照すると、システム設定を助け、生産作動中にシステム１０の作動を制御する
ために、センサ１１０、１１２、１１４のうちの少なくとも１つからの感知したパラメー
タ、及び感知したパラメータの測定値を用いるシステム１０を作動させるためのルーチン
を示している。ブロック１４０では、設定サブルーチンの一部として、操作者は、流体の
種類、ノズルサイズ、及び弁座サイズのような基本情報をコンピュータ２４の中に入力す
る。ブロック１４２では、コンピュータ２４は、コンピュータ２４のメモリ２５及び／又
は他のコンピュータ（示していない）に格納した作動サイクル又はシーケンスのライブラ
リを照会する。更に、コンピュータ２４は、これらの作動シーケンスを検索することがで
き、必要に応じて特定の作動プログラムに対してこれらのシーケンスを代用することがで
きる。また、コンピュータ２４は、異なる環境条件、異なる基板、又は異なる粘性材料に
適応させるために作動シーケンスを更に調節することができる。特に、作動シーケンスは
、ユーザが入力した流体の種類、ノズルサイズ、及び弁座サイズを反映することができる
。更に、作動中にコンピュータ２４は、実行のための作動プログラム全体をモーションコ
ントローラ３２に転送することができ、又はコンピュータ２４は、実行のために１つ又は
それよりも多くの命令を命令及びデータのパッチでモーションコントローラ３２に転送す
ることができる。
【００５７】
　ブロック１４４では、コンピュータ２４は、重量計５８のテーブル５６の上にノズル９
８が来るようにコントローラ３２が液滴発生器１２を移動させることを指示する指令信号
をコントローラ３２に供給する。この後、コンピュータ２４によって、液滴発生器コント
ローラ８２は、いくつかのある一定量４８を重量計５８のテーブル５６上に分注するよう
に液滴発生器１２を作動させる。噴出分注装置６０の作動パラメータは、デフォルト設定
の作動パラメータとすることができ、又はコンピュータ２４のメモリ２５内に格納し、ブ
ロック１４２に対して使用するために検索したアーカイブ情報の中のものとすることがで
きる。噴出処理の完了時には、コンピュータ２４は、重量計５８から通信された分注量４
８の重量を表す重量出力信号を読み取るか又はサンプリングする。分注した個別の量４８
の個数を把握しているので、コンピュータ２４は、各噴出量４８の重量、従って、ドット
サイズを判断することができる。
【００５８】
　ブロック１４６では、コンピュータ２４は、ある一定量４８が噴出分注装置６０から分
注され、センサ１１０、１１２、１１４が分注処理をモニタする時に、センサ１１０、１
１２、１１４のうちの１つ又はそれよりも多くが発生させてこれらから通信される電気出
力信号をモニタする。これらの出力信号は、感知した分注パラメータ（すなわち、空気シ
リンダ６６の空隙内の流体圧、噴出分注装置６０の振動、シャフト６８の変位）を表して
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いる。ブロック１４８では、コンピュータ２４は、あらゆる履歴パラメータ情報を考慮に
入れながら分注パラメータを評価し、分注パラメータが許容基準内にあるか否かを判断す
る。一般的に、パラメータの各々は、許容基準を表す上限と下限の間に拘束された許可値
範囲を有する。更に、分注パラメータは、相互に関連する場合があるので、個々の範囲は
、感知した他の分注パラメータの値に依存すると考えられる。
【００５９】
　ブロック１５０では、感知した分注パラメータが対応する許容基準の外側にある場合に
、制御はブロック１５２に移り、ここでコンピュータ２４は、感知したパラメータの評価
に基づいて可能な補正処置を評価し、適切な補正処置を予想する。適切な補正処置は、以
下に限定されるものではないが、空気シリンダ６６に供給する流体の圧力を増分又は減分
する段階、又はシャフト６６のストローク長を増分又は減分する段階を含むことができる
。他の非限定的な補正処置は、温度コントローラ９０を用いて粘性材料の温度を上昇させ
るか又は下降させる段階、又は電圧－圧力変換器８６の作動によって供給リザーバ８８内
の粘性材料の圧力を変更する段階を含むことができる。
【００６０】
　ブロック１５４では、ドットサイズを変更する試みの中で適切な補正処置を実施するた
めにコンピュータによって補正ルーチンを実行する。次に、制御は、分注検証のためのブ
ロック１４４に戻り、ここでコンピュータ２４によって、液滴発生器コントローラ８２は
、重量計５８のテーブル５６上にいくつかのある一定量４８を分注するように液滴発生器
１２を作動させ、感知する分注パラメータが許容基準内に収まるまでブロック１４６～１
５０を繰り返す。不正なドットサイズを補正することができない場合には、システム１０
は、生産作動を停止し、及び／又は警報３５を通じて操作者に警告を表示することができ
る。これは、コンピュータ２４を通じてもよく、又はその代わりにコンピュータ２４から
独立した警報（示していない）を通じてもよく、又はシステム１０への給電を停止しても
よい。
【００６１】
　ブロック１５０で、感知した分注パラメータが対応する許容基準内にある場合には、制
御はブロック１５６に移り、生産作動を開始する。粘性材料を基板１８上に分注する時に
、ブロック１５０に対して生産作動が完了したか否かを判断するための検査を行う。ブロ
ック１５８では、コンピュータ２４は、コンベヤ２２を作動させて基板１８の最初のもの
を噴出システム１０内の固定位置に輸送するようにコンベヤコントローラ４２に指令を出
す。コンピュータ２４は、基板１８の最初のものの上にノズル９８が来るようにモーショ
ンコントローラ３２が液滴発生器１２を移動させることを指示する指令信号をコントロー
ラ３２に供給する。公知の方式で、ビデオカメラ及び光リングアセンブリ３４のビデオカ
メラは、基板１８の１つ又はそれよりも多くの映像を映像回路３６を通じてコンピュータ
２４に通信する。コンピュータ２４は、映像内で明らかな基板１８上の基準マークを定位
し、噴出量４８が基板１８の望ましい位置に当たるように、コンベヤ２２の移動が基板１
８を正確に位置決めすることを保証するためにあらゆる基板の不整合に対して補正を行う
。この後、コンピュータ２４によって、液滴発生器コントローラ８２は、予めプログラム
したプロフィールに従って最初に基板１８、次に一連の付加的な基板１８上にいくつかの
ある一定量４８を分注するように液滴発生器１２を作動させる。
【００６２】
　ブロック１６０では、噴出分注装置６０からある一定量４８を分注する時に、センサ１
１０、１１２、１１４は、分注処理をモニタする。コンピュータ２４は、センサ１１０、
１１２、１１４のうちの１つ又はそれよりも多くが発生させてこれらから通信される感知
した分注パラメータ（すなわち、それぞれ空気シリンダ６６の空隙内の流体圧、噴出分注
装置６０の振動、シャフト６８の変位）を表す電気出力信号をモニタする。ブロック１６
２では、コンピュータ２４は、あらゆる履歴パラメータ情報を考慮に入れながら分注パラ
メータを評価し、分注パラメータが許容基準内にあるか否かを判断する。一般的に、パラ
メータの各々は、許容基準を表す上限と下限の間に拘束された許可値範囲を有することに
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なる。更に、分注パラメータは、相互に関連する場合があるので、個々の範囲は、感知し
た他の分注パラメータの値に依存すると考えられる。
【００６３】
　ブロック１６４では、感知した分注パラメータが対応する許容基準内にある場合に、制
御はブロック１５２に戻り、生産作動を継続する。各連続する基板１８に対して又は部分
的な枚数の基板１８に対して、分注作動が完了するか又は分注作動が操作者によって止め
られるまでブロック１４６～１５０を繰り返す。感知した分注パラメータが対応する許容
基準外にある場合には、ブロック１６４によって、制御はブロック１６６に移り、ここで
コンピュータ２４は、可能な補正処置を評価し、適切な補正処置を予想する。適切な補正
処置は、以下に限定されるものではないが、空気シリンダ６６に供給する流体の圧力を増
分又は減分する段階、又はシャフト６６のストローク長を増分又は減分する段階を含むこ
とができる。ブロック１６８では、コンピュータ２４は、許容外の分注パラメータを修復
する試みの中で補正処置を実施するために補正ルーチンの実行を引き起こす。ブロック１
７０では、検証が要求されない場合は、制御は、ブロック１５８に戻ることができ、生産
分注を継続する。しかし、補正処置が有効でなかった場合には、検証を要求することがで
きる。この場合は、生産作動を中断し、ブロック１７０は、更に別の分注検証を開始する
ために制御をブロック１４４に移す。任意的に、パラメータの１つ又はそれよりも多くに
対する著しい偏差を補正することができなかった場合には、システム１０は、生産作動を
停止し、及び／又は警報３５を通じて操作者に対して警告を表示することができる。
【００６４】
　図６を参照すると、液滴発生器１２の性能をモニタするために、振動センサ１１２を用
いてシステム１０を構成するための手順の実施形態を一般的に例示する流れ図を示してい
る。ブロック１８０では、コンピュータ２４内の回路又はコンピュータ２４と電気接続し
た他の外部回路とすることができるデジタルレコーダを、振動センサ１１２からの出力信
号をモニタするために起動する。コンピュータ２４は、例えば、重量計５８のテーブル５
６の上にノズル９８が来るようにモーションコントローラ３２が液滴発生器１２を移動さ
せることを指示する指令信号をコントローラ３２に供給する。ブロック１８２では、コン
ピュータ２４によって、液滴発生器コントローラ８２は、噴出分注装置６０からいくつか
のある一定量４８を分注するように液滴発生器１２を作動させる。
【００６５】
　ブロック１８４で振動の記録を停止し、ブロック１８６で振動プロフィールを時間の関
数として格納する。振動プロフィールは、１つのある一定量４８を分注する単一サイクル
に対して感知した振動を含むことができ、好ましくは、ブロック１９０に示すように、粘
性材料のいくつかのある一定量４８を分注する複数のサイクルに関する統計平均を表すこ
とができる。１つ又はそれよりも多くのある一定量４８を更に分注すべき場合には、ブロ
ック１９０は、制御をブロック１８０に移して戻す。ブロック１９０では、感知した振動
プロフィールよりも大きい及び小さい所定の百分率（すなわち、Ｘ％）の振動振幅に対し
て誤差幅を設定する。この誤差幅は、実際の生産作動中に参照基準として作用することに
なる。
【００６６】
　図７を参照すると、液滴発生器１２の性能をモニタするために、振動センサ１１２を用
いて生産作動中にシステム１０を作動させるための手順の実施形態を一般的に例示する流
れ図を示している。ブロック２００では、コンピュータ２４は、コンベヤ２２を作動させ
て基板１８の最初のものを噴出システム１０内の固定位置に輸送するようにコンベヤコン
トローラ４２に指令を出す。コンピュータ２４は、基板１８の最初のものの上にノズル９
８が来るようにモーションコントローラ３２が液滴発生器１２を移動させることを指示す
る指令信号をコントローラ３２に供給する。公知の方式で、ビデオカメラ及び光リングア
センブリ３４のビデオカメラは、基板１８の１つ又はそれよりも多くの映像を映像回路３
６を通じてコンピュータ２４に通信する。コンピュータ２４は、映像内で明らかな基板１
８上の基準マークを定位し、噴出量４８が基板１８の望ましい位置に当たるように、コン
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ベヤ２２の移動が基板１８を正確に位置決めすることを保証するためにあらゆる基板の不
整合に対して補正を行う。
【００６７】
　ブロック２１０では、振動センサ１１２からの出力信号をモニタするために、デジタル
レコーダを起動する。ブロック２１２では、コンピュータ２４によって、液滴発生器コン
トローラ８２は、予めプログラムした分注プロフィールに従っていくつかのある一定量４
８を分注するように液滴発生器１２を作動させる。ブロック２１４では、振動記録を停止
するためにデジタルレコーダを止め、ブロック２１６で、記録したプロフィールを図６の
設定手順によって確立した誤差幅と比較する。
【００６８】
　ブロック２１８で、比較結果が、記録したプロフィールが誤差幅内にあることを示す場
合は、制御は、ブロック２１０に移動して戻り、ブロック２１０～２１８を繰り返す。し
かし、記録したプロフィールが誤差幅外にあった場合には、ブロック２１８は、制御をブ
ロック２２０に移動させ、ここで警報インジケータ３５上に警報を表示することによって
、操作者に異常を通知する。機器に障害があると、記録したプロフィールは、誤差幅の外
側になる可能性がある。この時には、ブロック２２２で生産を停止する。
【００６９】
　本発明の原理によると、空気シリンダ内の流体圧、分注装置の振動、及び／又はニード
ル弁の変位という測定パラメータの１つ又はそれよりも多くは、故障した噴出分注装置を
修理するために用いることができる。この診断機能は、局所的に実施することができ、又
はパラメータは、例えば、「ワールドワイドウェブ」を通じて遠隔場所にいる技術者に伝
送することができる。測定パラメータによって、技術者が噴出障害を診断し、修復するこ
とを可能にすることができる。測定パラメータを用いた診断は、故障の根源をシステム回
路又は噴出材料とは対照的に分注装置に限ることができ、技術者のための診断手順を単純
化することができる。
【００７０】
　また、測定パラメータの１つ又はそれよりも多くは、システムコントローラに直接フィ
ードバックを供給するために用いることもでき、それによってシステム作動中にエンドユ
ーザ又は技術者のいずれによる操作者介入もなしに噴出処理が調節される。この機能は、
エンドユーザに噴出障害を診断する機能を教育する必要性を低減する。測定パラメータは
、コントローラ又はコンピュータ上で実行するソフトウエアと直接通信することによる自
動方式で、又は作動パラメータを設定する際の操作者の使用に対して直接操作者にフィー
ドバックを表示することで作動条件を確立するために初期のツール設定中に用いることが
できる。
【００７１】
　本明細書に説明する本発明の実施形態に加えて、本発明の原理は、以下に限定はしない
が、電気作動分注モジュール及び作動機構を含む他のモジュール設計及び作動機構に対し
て適用可能であることを想定している。上述したものは、好ましい空気作動式分注モジュ
ールとすることができるが、本発明の原理は、あらゆる空気作動、電気作動、又は電空作
動式分注モジュールに対して一般的に適用可能である。上述したものは、好ましい噴出分
注装置とすることができるが、本発明の原理は、あらゆる空気作動、電気作動、又は電空
作動式分注モジュールに対して一般的に適用可能とすることができる。
【００７２】
　本明細書における「垂直」、「水平」などのような用語への参照は、絶対座標系を確立
するために限定ではなく例示的に行ったものである。特に、本明細書で定義するＸ、Ｙ、
及びＺ運動軸２０、２１、及び２２によって確立される直交座標系は例示的であり、説明
の便宜上用いている。本発明を説明するために、様々な他の座標系を同等に採用すること
ができることは、当業者には理解されるものである。
【００７３】
　様々な好ましい実施形態の説明によって本発明を示し、本発明を実施する最良のモード
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を説明するためにこれらの実施形態をかなり詳細に説明したが、特許請求の範囲をそのよ
うな詳細に制限するか又はいかなる意味でも限定することは本出願人の意図するところで
はない。当業者には、本発明の精神及び範囲内で付加的な利点及び修正が直ちに想起され
るであろう。本発明それ自体は、特許請求の範囲によってのみ規定されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の実施形態による粘性材料噴出システムの概略図である。
【図２】図１の粘性材料噴出システムの略ブロック図である。
【図３】図１及び２の粘性材料噴出システム内での流体圧センサ及び変位センサの使用か
ら導出される情報を示す概略図表である。
【図４】図１及び２の粘性材料噴出システムの作動中に感知した分注パラメータに対する
参照基準を確立するための手順の実施形態を一般的に例示する流れ図である。
【図５】分注パラメータをモニタしながら図１及び２の粘性材料噴出システムを作動させ
るための手順の実施形態を一般的に例示する流れ図である。
【図６】振動参照基準で作動するように図１及び２の粘性材料噴出システムを構成するた
めの手順の実施形態を一般的に例示する流れ図である。
【図７】振動センサを液滴発生器の性能をモニタするために用いる生産作動中に図１及び
２の粘性材料噴出システムを作動させるための手順の実施形態を一般的に例示する流れ図
である。
【符号の説明】
【００７５】
　２４　電子コントローラ
　４８　粘性材料
　６０　噴出分注装置
　６８　ニードルシャフト
　１１０、１１２、１１４　センサ
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